
 
１．土地等の概算取得費の特例の概要 
 土地等の分離課税の長期譲渡所得課税の対象となる

資産を売却した時の譲渡所得の計算は、譲渡収入金額か

ら取得費と譲渡費用を控除することで行います。しかし、

取得当時の契約書などがなく、実際にいくらで取得した

かわからない土地等を譲渡する場合もあります。この場

合は、譲渡所得の計算上、売買時の収入金額の 5%を取

得費とすることが認められています。これを長期譲渡所

得の概算取得費控除と言います（措法 31 の 4）。 
これは、原則として、昭和 27 年 12 月 31 日以前から

引き続き所有していた土地等や建物等について適用さ

れるものですが、昭和 28 年 1 月 1 日以降に取得した土

地や建物等の取得費の計算でも収入金額の 5%で概算し

ても差支えないとされています（措法通 31 の 4 −1）。ま

た、取扱いで短期譲渡所得の計算でも 5％の概算取得費

の控除が認められています。 
 ただ取得費が収入金額の 5％では譲渡所得の金額が大

きくなる傾向にあるため、納税者としては少しでも節税

したい思いはあるでしょう。 
そこで、概算取得費よりも高額な「資産取得時の時価」

が推定できれば、その推定金額で申告や更正の請求をし

たいところです。 
 

２．市街地価格指数を基に取得費を推定する方法 
 平成 12 年 11 月 16 日の国税不服審判所裁決では、土

地建物を一括して譲渡したケースで、取得費がわからな

かったため、それほど償却の進んでいない築 4 年の建物

について着工建築物構造単価から建物の取得費を割り

出し、これを譲渡対価の総額から控除して土地の譲渡価

額を求め、取得時の六大都市を除く市街地価格指数（住

宅地）の割合を乗じて土地の取得費を算定する方法を合

理的としたものでした。 
市街地価格指数は日本不動産研究所が不動産鑑定士

の価格調査によりまとめている資料で、土地の取得価額

がわからないときにこれを活用する方法が有望とされ

ています。 
 ただし市街地価格指数（住宅地）等にも限界はあり

ます。平成 26 年 3 月 4 日の国税不服審判所の裁決で

は、六大都市には含まれていない所在地の土地の取得

費について、六大都市市街地価格指数を用いて納税者

が畑の取得費を再計算し更正の請求をした事案では、

国税審判所は「所在地や地目の異なる六大都市市街地

価格指数を用いた割合が、問題の土地の地価の推移を

適切に反映した割合であるということはできない」と

して、納税者の再計算を認めませんでした。市街地価

格指数を利用するには、上記のような注意点がありま

す。 
 

３．株式の取得費を推定する方法 
  株式を譲渡した場合にも、取引報告書を保存していな

いケースなどで、取得価額がわからないことがあります。

この場合、譲渡した同一銘柄の株式等について譲渡収入

金額の 5%を概算取得費とする取扱いが認められていま

す（措法通 37 の 10・37 の 11 共-13）。 
しかし名義書換日を調べて取得時期とし、その時期の

相場（終値）で取得価額を算定することも、合理性を有

する取得価額の把握方法として知られています。 
最近の国税不服審判所の事例でも、この方法が認めら

れています（令和元年 11 月 28 日）。 
大阪国税局の「誤りやすい事例 株式等譲渡所得関係」

では、株式の取得価額がわからない場合の対応について

次のように記載しています。 
 

1 取引報告書を保存していない場合で、過去 10 年間

に証券業者で購入したものは、その証券業者で確認の

上、取得価額を算定する。 
2 取引報告書又は 1 の方法により確認できない場合で、   
日記帳、預金通帳などの本人の手控えにより取得価額

が分かればそれによる。 
3 2 によっても確認できない場合には、その上場株式

等の名義書換時期を調べてその時の相場により取得価

額を算定する。 
 
なお、 譲渡価額の 5 %の方が有利な場合は、これを取

得費として計算して差し支えない。 
（遠藤 純一） 
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